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■問問
川
越
市
独
自
で
対
象
を
広

げ
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

答
制
度
上
は
可
能
だ
が
、
第

２
期
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険

運
営
方
針
の
広
域
化
の
趣
旨

に
合
わ
な
い
こ
と
、
赤
字
の

解
消
と
削
減
に
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
、
財
政
支
援

が
得
ら
れ
な
い
市
独
自
の
拡

充
は
難
し
い
と
考
え
る
。

■問問
コ
ロ
ナ
禍
で
所
得
が
減
り
、

困
窮
す
る
世
帯
が
増
え
、
子

育
て
世
帯
の
生
活
は
厳
し
く
、

少
子
化
も
進
む
中
、
子
ど
も

の
均
等
割
額
を
減
額
で
は
な

く
無
償
と
し
、
対
象
年
齢
を

18
歳
ま
で
と
す
る
べ
き
と
考

え
る
が
市
の
考
え
は
。

答
本
市
と
し
て
も
減
額
措
置

の
対
象
者
お
よ
び
減
額
幅
の

拡
充
が
望
ま
し
い
と
考
え
る

の
で
、
全
国
市
長
会
等
を
通

じ
て
要
望
し
て
い
き
た
い
。

認
可
保
育
施
設
等
を
利
用
す

る
子
ど
も
の
他
、
保
護
者
が

監
護
す
る
な
ど
同
一
生
計
の

未
就
学
児
以
外
の
子
ど
も
を

算
定
対
象
に
含
め
、
第
２
子

半
額
、
第
３
子
以
降
無
料
と

し
た
。
ひ
と
り
親
世
帯
、
障

害
児
や
障
害
者
の
い
る
世
帯

は
、
平
成
28
年
度
に
第
１
子

半
額
、
第
２
子
以
降
無
料
、

平
成
29
年
度
か
ら
は
、
第
１

子
か
ら
無
料
と
し
た
。

■問問
加
入
者
数
に
応
じ
て
負
担

す
る
均
等
割
額
の
軽
減
を
未

就
学
児
ま
で
と
し
た
理
由
は
。

答
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
地

方
税
法
の
改
正
内
容
に
従
い
、

６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
あ
る
未
就
学
児
と
し
た
。

■問問
納
付
困
難
に
よ
る
短
期
被

保
険
者
証
の
交
付
状
況
は
。

答
令
和
３
年
10
月
末
現
在
の

交
付
世
帯
数
お
よ
び
被
保
険

者
数
は
、
２
３
２
世
帯
、
４

７
９
人
、
そ
の
う
ち
、
令
和

４
年
４
月
１
日
に
未
就
学
児

■問問
新
た
に
保
育
料
が
軽
減
さ

れ
る
子
ど
も
の
数
は
。

答
兄
姉
が
未
就
園
児
や
認
可

外
保
育
施
設
に
在
籍
す
る
子

ど
も
は
い
な
か
っ
た
た
め
０

人
で
あ
る
。

■問問
３
歳
以
上
は
全
員
無
料
だ

が
３
歳
未
満
は
条
件
付
き
軽

減
。
今
後
の
軽
減
の
考
え
は
。

答
国
や
埼
玉
県
の
保
育
料
負

担
軽
減
策
の
動
向
を
注
視
し
、

必
要
に
応
じ
て
対
応
す
る
。

の
い
る
世
帯
は
、
12
世
帯
、

19
人
と
見
込
ん
で
い
る
。

■問問
条
例
改
正
の
効
果
を
伺
う
。

答
国
お
よ
び
県
か
ら
の
財
政

支
援
が
受
け
ら
れ
る
た
め
、

本
市
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
、

子
育
て
世
帯
の
国
民
健
康
保

険
税
に
対
す
る
経
済
的
負
担

軽
減
が
図
れ
る
も
の
と
考
え

る
。

　

…
…
…
…
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■問問
未
就
学
児
に
お
い
て
、
ど

れ
ほ
ど
減
額
さ
れ
る
の
か
。

答
世
帯
の
所
得
に
か
か
わ
ら

ず
、
国
民
健
康
保
険
税
均
等

割
額
の
５
割
を
減
額
す
る
。

議
案
第
１
０
２
号

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

【
無
所
属
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
３
号

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る

法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

【
無
所
属
】

議
案
第
１
０
４
号

開
発
許
可
等
の
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
自
由
民
主
党
】【
公
明
党
】

【
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
】【
日
本
共
産
党
】

を
必
ず
求
め
る
予
定
で
あ
る
。
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■問問
こ
の
た
び
の
法
改
正
に
よ

り
、
土
地
の
価
格
に
影
響
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
等
、
不

安
に
思
う
市
民
か
ら
問
い
合

わ
せ
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
ら
の
問
い
合
わ
せ

に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る

の
か
？

答
都
市
計
画
法
は
、
言
葉
自

体
に
な
じ
み
が
な
く
、
分
か

り
づ
ら
く
感
じ
ら
れ
る
人
や
、

今
住
ん
で
い
る
家
が
浸
水
ハ

ザ
ー
ド
エ
リ
ア
に
入
っ
て
い

る
の
か
、
持
ち
家
の
評
価
が

下
が
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
、
不
安
に
思
う
市
民

が
居
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、

個
々
の
問
い
合
わ
せ
に
つ
い

て
も
丁
寧
に
説
明
す
る
な
ど

し
、
分
か
り
や
す
い
情
報
発

信
に
努
め
る
。
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■問問
10
年
後
の
完
成
を
目
途
に

荒
川
第
二
・
三
調
節
池
整
備

事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

■問問
最
大
想
定
浸
水
深
３
ｍ
以

上
の
地
区
ご
と
の
該
当
棟
数

は
本
庁
管
内
で
５
２
０
棟
、

芳
野
で
５
１
０
棟
、
古
谷
で

１
７
６
０
棟
、
南
古
谷
で
４

５
５
４
棟
、
高
階
で
３
４
８

棟
、
名
細
で
１
３
８
７
棟
、

山
田
で
２
５
６
棟
と
な
り
、

合
計
で
９
３
３
５
棟
が
対
象

と
推
計
さ
れ
る
が
、
浸
水
ハ

ザ
ー
ド
エ
リ
ア
に
お
け
る
開

発
許
可
等
の
運
用
に
つ
い
て

市
の
考
え
方
を
伺
う
。

答
都
市
計
画
法
第
34
条
第
12

号
に
係
る
審
査
基
準
を
見
直

し
、
開
発
許
可
等
の
申
請
地

が
、
想
定
浸
水
深
３
・
０
ｍ

以
上
の
場
合
は
、
安
全
上
・

避
難
上
の
対
策
を
求
め
、
審

査
し
た
上
で
、
開
発
許
可
を

行
う
運
用
を
考
え
て
い
る
。

安
全
上
・
避
難
上
の
対
策
は
、

個
々
の
申
請
者
に
よ
り
さ
ま

ざ
ま
な
方
策
が
考
え
ら
れ
る

が
、
ま
ず
は
身
の
安
全
を
確

保
し
て
も
ら
う
観
点
か
ら
避

難
場
所
や
避
難
経
路
の
認
識

理
化
が
図
ら
れ
、
登
録
住
宅

性
能
評
価
機
関
の
審
査
料
を

含
め
た
全
体
の
申
請
コ
ス
ト

は
低
く
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

■問問
認
定
審
査
の
合
理
化
に
伴

い
手
数
料
が
見
直
さ
れ
る
が

手
数
料
の
算
定
根
拠
を
伺
う
。

答
手
数
料
は
、
国
土
交
通
省

が
提
示
し
た
事
務
処
理
に
係

る
所
要
時
間
に
基
づ
い
て
算

出
し
て
い
る
。
な
お
、
埼
玉

県
や
周
辺
自
治
体
と
同
額
と

な
る
見
込
み
で
あ
る
。

■問問
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
件

数
の
推
移
に
つ
い
て
伺
う
。

答
本
市
の
新
規
認
定
戸
数
は
、

令
和
２
年
度
で
３
６
８
件
あ

り
、
制
度
が
で
き
た
平
成
21

年
度
以
降
、
新
築
さ
れ
る
住

宅
の
お
お
む
ね
20
～
25
％
で

推
移
し
て
い
る
。

■問問
認
定
を
受
け
る
と
ど
の
よ

う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
。

答
認
定
を
受
け
る
と
、
固
定

資
産
税
の
減
額
期
間
延
長
等

の
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

改
正
に
よ
り
認
定
審
査
の
合


